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第 27 回 気仙沼市農業委員会総会議事録 

 
１ 会議の日時  令和５年８月 25 日（金）午後１時 30 分から２時５分 
 
２ 会議の場所  新月公民館 研修室１・２ 
 
３ 出席農業委員（11名） 

１番 鈴 木 敏 榮（遅） ２番 熊 谷 活 男 ３番 尾 形   稔 

４番 中 村 義 之 ５番 三 浦   茂 ６番 髙 橋 利 夫 

７番 熊 谷 まゆみ（欠） ８番 金 野 政 義 ９番 齋 藤 憲 一 

10 番 三 浦 悦 子 11 番 横 山 久 一 12 番 吉 田 和 広（欠） 

13 番 畠 山 盛 信 14 番 吉 田 幸 志   

 
４ 出席農地利用最適化推進委員（12名） 

15 番 松   敏 明 16 番 村 上 正 博 17 番 千 葉 清 幸 

18 番 白 幡 高 二 19 番  千 葉 三 幸 20 番 佐 藤 信 行（欠） 

21 番 藤 田 隆 一 22 番 佐 藤 良 人 23 番 及 川   衛 

24 番 畠 山 義 朗 25 番 三 浦 光 雄 26 番 佐 藤 俊 夫 

27 番 小野寺 隆 一     

 
５ 欠席農業委員 
   ７番 熊 谷 まゆみ    12 番 吉 田 和 広 
 
６ 欠席農地利用最適化推進委員 
   20 番 佐 藤 信 行 
 
７ 遅参農業委員・農地利用最適化推進委員 
   １番 鈴 木 敏 榮 
 
８ 議事日程 

第１ 議事録署名委員の指名 
第２ 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 
第３ 議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請について 
第４ 議案第３号 非農地証明願について 
第５ 議案第４号 農業経営基盤強化促進法第18条第１項の規定による農用地利用集積計画（案）

の決定について 
第６ 報告第１号 農地現状変更届の報告について 

      報告第２号 公共事業における農地の一時貸借の報告について 
第７ その他 

 
９ 農業委員会事務局職員 

  事務局長        小 山 克 志 
  次長          小野寺 知 博 
  主幹兼主任       村 上   将 

主幹          粕 谷 将 洋 
   主事          遠 藤 雄 子 
   主事          小 松 定 恵 
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10 会議の概要 
午後１時 30 分 開会 

議    長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

議    長 
 
 
 
 

全  委  員 
 

議    長 
 
 

議    長 
 
 
 

小 野 寺 次 長 

 
粕 谷 主 幹 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

議    長 
 
 
 
 

４番中村委員 
 
 

議    長 
 

ただいまの出席委員は，11 人であります。 
定足数に達しておりますので，第 27回気仙沼市農業委員会総会を開会いたします。 
また，本日は，農業委員会規則第 20 条の規定により，農地利用最適化推進委員に

出席をいただいております。 
ただちに，本日の会議を開きます。 
本日の日程は，お手元に配付いたしました議事日程に記載のとおりであります。 

 本日の欠席委員は，７番熊谷まゆみ君，12 番吉田和広君の２人であります。 
 また，１番鈴木敏榮君から遅参の連絡がありましたので報告いたします。 
農地利用最適化推進委員は，20番佐藤信行君の１人から欠席の連絡がありましたの

で報告いたします。 
 
これより議事に入ります。 
日程第１，「議事録署名委員の指名」を行います。 
農業委員会規則第 28 条第２項に規定する議事録署名委員ですが，議長から指名さ

せていただくことに御異議ありませんか。 
 
（「異議なし」の声） 
 
御異議なしと認めます。 
それでは，議事録署名委員に，２番熊谷活男君と３番尾形稔君を指名いたします。 

 
次に，日程第２，議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請について」を議

題といたします。 
事務局から，議案の朗読と内容の説明をお願いします。 

 
（議案朗読） 
 
（議案説明） 
 議案書２ページをお開き願います。併せて３条調査書を御用意ください。受付番号
１番，本吉町岳の下。議案関係図面は１ページになります。土地の表示，地目，地積，
契約内容等については，議案書記載のとおりであり，以後，受付番号２番以降につい
ては省略して説明します。譲受人の経営面積は 1,131 ㎡。労働力は２人。従事日数は
270 日。理由は売買により譲り受け耕作するもので，一毛作の田んぼを耕作するとの
ことであります。 
 受付番号２番，本吉町小金沢。議案関係図面は３ページになります。譲受人の経営
面積は 4,424 ㎡。労働力は３人。従事日数は 550 日。農機具等は耕耘機１台を所有し
ております。理由は贈与により譲り受け耕作するもので，大根，さつまいも，キャベ
ツ，トマトを栽培するとのことであります。 
 議案第１号は，別添調査書にあるとおり農地法第３条第２項には該当しないため，
許可要件のすべてを満たすと考えられますが，御審議をお願いいたします。 
 以上で議案第１号の説明を終わります。 
 
ただいまの説明に関連して，それぞれの地区担当委員から，現地調査の結果並びに

補足説明をお願いいたします。 
発言の際には，議長の許可を得てから議席番号を述べ，御発言願います。 
受付番号１番はいかがですか。４番中村委員。 

 
 ４番中村です。周りも耕作されておりまして，十分直ぐに耕作できる土地であると
いうことを確認できました。許可相当と思います。以上です。 
 
受付番号２番はいかがですか。25番三浦委員。 
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25 番三浦委員 
 
 
 
 
 

議    長 
 
 

農 地 検 討 委 員 長 
 
 

議    長 
 
 
 

全 委 員 
 

議    長 
 
 
 
 

全 委 員 
 

議    長 
 
 
 

議    長 
 
 
 

小 野 寺 次 長 

 
粕 谷 主 幹 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

議    長 

 25 番三浦です。20 日に大谷地区の委員３人で現地確認してまいりました。現場は
６筆に分かれていまして，畑には野菜が作付けになっていますし，ただ田の方は周り
が耕作しておりませんので，その分，譲受人の方も同じようなかっこうで不耕作とな
っています。親御さんから子供さんへの贈与ということで問題ないかと思います。よ
ろしくお願いいたします。 
 
 受付番号１番と２番について，農地検討委員長，農地検討委員会の結果の報告をお
願いします。 
 
 ２番熊谷です。農地検討委員会におきまして審議いたしましたけれども，譲受人が
引き続き耕作するということで許可相当と思われます。以上です。 
 
 これより質疑に入ります。 
質疑はありませんか。 

  
 
（「なし」の声） 
 
 質疑なしと認めます。 
 以上で，質疑を終結いたします。 
それでは採決いたします。 
議案第１号について，原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

 
（「異議なし」の声） 
 
 御異議なしと認めます。 
よって，議案第１号は原案のとおり決定いたしました。 
本件については，許可書を交付することにいたします。 

 
次に，日程第３，議案第２号「農地法第５条の規定による許可申請について」を議

題といたします。 
事務局から，議案の朗読と内容の説明をお願いします。 

 
（議案朗読） 
 
（議案説明） 
 議案書４ページをお開き願います。受付番号１番，本吉町津谷長根。議案関係図面
は６ページになります。土地の地番，地目，譲渡人・譲受人等は議案書記載のとおり
であり，以後，受付番号２番以降については省略して説明します。都市計画区域外。
農業振興地域内で農用地区域外であり，農地区分は第２種農地と見ております。契約
内容は売買です。目的は太陽光発電システムの建設です。 
 受付番号２番，赤岩泥ノ木。議案関係図面は 15ページになります。都市計画区域
内。農地区分は第３種農地と見ております。契約内容は売買です。目的は駐車場です。
工事概要は自家用駐車場２台分，来客用駐車場２台分であります。 
 受付番号３番，本吉町津谷舘岡。議案関係図面は 18ページになります。都市計画
区域外。農業振興地域内の農用地区域外で農地区分は第３種農地と見ております。契
約内容は売買で，目的は太陽光発電システムの建設であります。 
 受付番号４番，本吉町道外。議案関係図面は 48ページになります。都市計画区域
外。農業振興地域内の農用地区域外であり，農地区分は第２種農地と見ております。 
契約内容は賃貸借です。目的は太陽光発電システムの建設であります。 
 以上，受付番号１番から４番の４件について御審議をお願いします。 
以上で議案第２号の説明を終わります。 

 
 ただいまの説明に関連して，それぞれの地区担当委員から，現地調査の結果並びに
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10 番三浦委員 
 
 
 

議    長 
 

９番齋藤委員 
 
 
 
 

議    長 
 

10 番三浦委員 
 
 
 

議    長 
 
 

農 地 検 討 委 員 長 
 
 
 

議    長 
 
 

全  委  員 
 

議    長 
 
 
 
 

全   委   員 
 

議    長 
 
 
 

議    長 
 
 

小 野 寺 次 長 

 
粕 谷 主 幹 

 
 
 
 
 

補足説明をお願いいたします。 
受付番号１番はいかがですか。10番三浦委員。 

 
 10 番三浦です。担当委員４人で確認に行って来ました。ここは前々から農地パトロ
ールの時に赤判定だったので，事務局の説明のとおり太陽光発電ということで異議ご
ざいません。よろしくお願いいたします。 
 
 受付番号２番はいかがですか。９番齋藤委員。 
 
９番齋藤です。先日３人で見てまいりましたけれども，隣に，たまたまその土地が

空いていたので，それを譲り受けて駐車場にするということです。周辺農地も家庭菜
園程度の耕作しかしておりませんし，何ら周辺に影響も及ぼさないので許可相当と思
います。よろしくお願いします。 
 
 受付番号３番と４番はいかがですか。10番三浦委員。 
 
 10 番三浦です。３番については周りには結構住宅が並んでおります。ここも４人で
行きましたけれども異議ございません。御審議をよろしくお願いします。それから４
番ですけれども，これも異議ございません。御審議をお願いいたします。以上です。 
 
 受付番号１番から４番について，農地検討委員長，農地検討委員会の結果の報告を
お願いします。 
 
 ２番熊谷です。何れの案件も農地検討委員会におきまして地区担当委員の現地調査
を踏まえて審議いたしましたけれども，何れの案件も許可相当と思われます。以上で
す。 
 
 これより質疑に入ります。 
質疑はありませんか。 

 
（「なし」の声） 
 
 質疑なしと認めます。 
 以上で，質疑を終結いたします。 
それでは採決いたします。 
議案第２号について，原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

 
（「異議なし」の声） 
 
 御異議なしと認めます。 
よって，議案第２号は原案のとおり決定いたしました。 
本件については，許可相当の意見を付して，県知事へ送付することにいたします。 

 
次に，日程第４，議案第３号「非農地証明願について」を議題といたします。 
事務局から，議案の朗読と内容の説明をお願いします。 

 
（議案朗読） 
 
（議案説明） 
 議案書６ページをお開き願います。受付番号１番，本吉町今朝磯。議案関係図面は
54 ページになります。土地の地番，地目，地積等は議案書記載のとおりであり，以後，
受付番号２番以降については省略して説明します。申請地のうち，一部は東日本大震
災で被災し，市で買い上げられた地区の防災集団移転用地の残地であり，現状は農地
として復旧することは困難であります。また，他の部分においても概ね 50年近く耕
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議    長 
 
 
 
 
 
 
 

議    長 
 
 

議    長 
 

８番金野委員 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

議    長 
 
 

農地検討委員長 
 
 
 

議    長 
 
 

全 委 員 
 

議    長 
 
 
 
 
 

全 委 員 
 

作されておらず，非農地化し農地への復旧は困難であるとのことです。農地以外に供
された時期は年月日不詳でございます。 
 受付番号２番，本吉町小峰崎。議案関係図面は 61 ページになります。申請地は，
30 年程前から耕作放棄され，農地としての復元性はないとのことです。農地以外に供
された時期は平成年月日不詳でございます。なお，当該地は非農地証明を申請するに
至った経緯について，顛末書の提出があります。 
 以上，受付番号１番と２番の２件について，農地への復元性はないと判断いたしま
した。 
以上で議案第３号の説明を終わります。 

 
議案第３号受付番号１番について，23番及川衛委員が，農業委員会法第 31条の規

定により議事参与の制限に該当しますので，関係事案の審議開始から終了まで退席を
お願いします。 
なお，関係事案の終了後に着席していただきます。  
23 番及川衛委員，退席をお願いします。 

 
（23 番及川衛委員，退席） 
 
それでは，ただいまの説明に関連して，地区担当委員から，現地調査の結果並びに

補足説明をお願いいたします。 
 
受付番号１番はいかがですか。８番金野委員。 

 
８番金野です。ここはですね，８月 19日の日に現地を確認してまいりました。４

筆ですけれども，３筆につきましては，先ほどの説明にもありましたとおり，市で造
成いたしました今朝磯地区の防災集団移転に通じる旧国道からの通路の買収にかか
った所の残地でございまして，面積も狭小であり，傾斜も急であるというようなこと
と，現況からも判断いたしまして農地への復元性はないというような判断に至ったと
ころでございます。それから，もう１筆ですけれども，これも同様に現地を確認いた
しました。ここは津波が直接押し寄せた所で，災害危険区域に明らかに該当するとい
う非常に海に近い場所でございまして，地形的にもこれまで何十年にわたりまして耕
作された形跡がないということが現況を確認したところ，はっきりいたしましたの
で，何れの４筆とも許可相当というふうな判断に至りました。以上です。 
 
受付番号１番について，農地検討委員長，農地検討委員会の結果の報告をお願いし

ます。 
 
２番熊谷です。１番ですけれども，この申請案件はですね，防災集団移転用地の残

地ということで，農地への復元性はないということでございましたので，許可相当と
思われます。以上です。 
 
これより質疑に入ります。 
質疑はありませんか。 

 
（「なし」の声） 
 
 質疑なしと認めます。 
以上で，質疑を終結いたします。 
それでは採決いたします。 
議案第３号受付番号１番について，原案のとおり決定することに御異議ありません

か。 
 
（「異議なし」の声） 
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議    長 
 
 
 
 
 
 

議    長 
 
 
 

４番中村委員 
 
 
 
 

議    長 
 
 

農地検討委員長 
 
 

議    長 
 
 

全 委 員 
 

議    長 
 
 
 
 
 

全  委  員 
 

議    長 
 
 
 

議    長 
 
 
 

小 野 寺 次 長 

 
粕 谷 主 幹 

 
 
 
 
 
 
 
 

御異議なしと認めます。 
よって，議案第３号受付番号１番について，原案のとおり決定いたしました。 
本件については，願い出のとおり証明することにいたします。 
23 番及川衛委員の着席を認めます。 

 
（23 番及川衛委員，着席） 
 
それでは，受付番号２番から審議を始めます。 
地区担当委員から，現地調査の結果並びに補足説明をお願いいたします。 
受付番号２番はいかがですか。４番中村委員。 

 
４番中村です。申請物件の小峰崎なのですけれども，馬籠川の度重なる大雨の際に

砂利等が運び込まれまして。現地の方は草がないように見えるのですが，砂利がいっ
ぱいありまして，ちょっと耕作されている経緯はありませんでした。非農地として許
可相当と思われます。以上です。 
 
受付番号２番について，農地検討委員長，農地検討委員会の結果の報告をお願いし

ます。 
 
２番熊谷です。この申請案件はですね，暫く放棄されているということで農地への

復元性がないということでございますので，許可相当と思われます。以上です。 
 
 これより質疑に入ります。 
質疑はありませんか。 

 
（「なし」の声） 
 
 質疑なしと認めます。 
以上で，質疑を終結いたします。 
それでは，採決いたします。 
議案第３号受付番号２番について，原案のとおり決定することに御異議ありません

か。 
 
（「異議なし」の声） 
 
御異議なしと認めます。 
よって，議案第３号受付番号２番について，原案のとおり決定いたしました。 
本件については，願い出のとおり証明することにいたします。 

 
次に，日程第５，議案第４号「農業経営基盤強化促進法第 18 条第１項の規定によ

る農用地利用集積計画（案）の決定について」を議題といたします。 
事務局から，議案の朗読と内容の説明をお願いします。 

 
（議案朗読） 
 
（議案説明） 
 議案書８ページをお開き願います。今回提案いたします農用地利用集積計画につき
ましては，受付番号１番から 47 番まで，すべてがみやぎ農業振興公社による農地中
間管理権の設定案件で，農業経営基盤強化促進法による利用権（賃借権）の新規設定
です。申請地の地番，地目，地積，契約内容等については，議案書記載のとおりであ
り，以後，受付番号２番以降については省略して説明します。受付番号１番から 47
番，議案関係図面は 64ページからです。受付番号１番から 47 番まで，すべて同じ方
が借受け希望者となっております。借受け予定地は，岩月星谷，長磯後沢，長磯鳥子
沢，最知北最知，最知南最知です。利用設定期間は公告日の翌日から 10年間を予定
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議    長 
 
 
 

22 番佐藤委員 
 
 

議    長 
 
 

１番鈴木委員 
 
 
 
 

議    長 
 
 

農地検討委員長 
 
 

議    長 
 
 

全  委  員 
 

議    長 
 
 
 
 

全   委   員 
 

議    長 
 
 

議    長 
 
 
 

小 野 寺 次 長 

 
粕 谷 主 幹 

 
 
 

議    長 
 

全  委  員 
 

議    長 

しています。 
 以上で議案第４号の説明を終わります。御審議をお願いいたします。 
 
 それでは，ただいまの説明に関連して，それぞれの地区担当委員から，現地調査の
結果並びに補足説明をお願いいたします。 
受付番号１番，20番，25番，30 番，32番はいかがですか。22 番佐藤委員。 

 
 22 番佐藤です。20 日の日曜日に４名で見てまいりました。利用集積ということで，
異議ないということで判断してまいりました。よろしくお願いします。 
 
 受付番号２番から 19番，21番から 24番，26 番から 29 番，31 番，33 番から 47 番
はいかがですか。１番鈴木委員。 
 
 １番鈴木です。日曜日の日に，ただ今お話しのありましたとおり４名の委員で見て
まいりました。農地中間管理機構が耕作者を委託して借受希望者に耕作をお願いする
と。全て６か所，沢地でございまして，それで津波が殆どに入った所でございますの
で異議がないということでございます。よろしくお願いします。 
 
 受付番号１番から 47番について，農地検討委員長，農地検討委員会の結果の報告
をお願いします。 
 
２番熊谷です。何れの申請案件も利用集積ということで許可相当と思われます。以

上でございます。 
 
 これより質疑に入ります。 
 質疑はありませんか。 
 
（「なし」の声 ） 
 
 質疑なしと認めます。 
以上で，質疑を終結いたします。 

 それでは採決いたします。 
議案第４号について，原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

 
（「異議なし」の声） 
 
 御異議なしと認めます。 
 よって，議案第４号は原案のとおり決定いたしました。 
 
次に，日程第６，報告第１号「農地現状変更届の報告について」を議題といたしま

す。 
 事務局から，報告をお願いします。 
 
（報告朗読） 
 
（内容説明） 
 それでは，報告第１号別紙農地現状変更届報告書の一覧表をお開きください。今月
は合計２件，３筆，3,624 ㎡の農地変更届がございました。以上でございます。 
 
 ただいまの報告に対して，質疑はありませんか。 
 
（「なし」の声） 
 
 質疑なしと認めます。 
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議    長 
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議    長 
 

議    長 
 
 
 
 

10 番三浦委員 
 
 
 
 
 
 
 

議    長 
 
 
 

全  委  員 
 

議    長 
 

議    長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
次に，報告第２号「公共事業における農地の一時貸借の報告について」を議題とい

たします。 
 事務局から，報告をお願いします。 
 
（報告朗読） 
 
（内容説明） 
 それでは，資料公共事業における農地の一時貸借８月総会報告をお開きください。
今月は，市の公共事業につきまして１件，３筆，700 ㎡の一時貸借がございました。
以上でございます。 
 
 ただいまの報告に対して，質疑はありませんか。 
 
（「なし」の声） 
 
 質疑はないようですので，報告第１号と報告第２号を終わります。 
 
 次に，日程第７，「その他」に入ります。 
 委員から，特に御発言があればお願いをいたします。 
どなたか，ありませんか。 

 はい，10 番三浦委員。 
 
 10 番三浦です。８月２日に美里町において宮城県農政部長をはじめ宮城県と農業会
議の方から６人が出席し，それから女性委員の役員の方との意見交換会があり，出席
して来ました。気仙沼市に対しては全国農業新聞の普及推進についての質問でしたの
で，委員全員が購読しているということと，それから昨年度新規に６人増えたことと
か，あと全国農業新聞を通して，今年掲載された金野委員さんのこと，それから花の
みち 45 で地域の委員を中心に一画をお借りして農業委員等でお世話しているという
ことを紹介して来ました。以上です。 
 
 大変お忙しい中，出席頂きましてありがとうございました。今後ともよろしくお願
いいたします。 
他にありませんか。 

 
（「なし」の声） 
 
発言はないようですので，その他の件を終わります。 

  
これにて，本日の会議に付された議案の審議は，すべて終了いたしました。 
以上をもちまして，第 27回気仙沼市農業委員会総会を閉会いたします。 
大変お疲れ様でした。 

 
 
（終了時間） 午後２時５分 

 
 

令和５年８月 29 日 
 
  気仙沼市農業委員会 

 
 
 

 


